
山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

一

山
梨
県
公
報

号
外
第
十
二
号

令
和
七
年

三
月
二
十
八
日

金　曜　日

目

次

規

則

○
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

一

○
地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を

定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
九

○
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施

行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

	

一
九

○
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

二
九

○
山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

三
〇

○
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則	

三
一

そ

の

他

○
山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則	

五
〇

規　
　
　

則

山
梨
県
規
則
第
二
十
四
号

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
表
本
庁
に
置
か
れ
る
職
の
欄
中
「
、
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削
り
、
「
感
染

症
対
策
統
轄
官
補
、
次
長
」
を
「
次
長
、
D
X
・
バ
ッ
ク
オ
フ
ィ
ス
改
革
戦
略
監
、
市
町
村
・
広
域
連

携
戦
略
監
、
財
産
高
度
化
戦
略
監
」
に
改
め
、
「
、
人
口
減
少
危
機
対
策
監
、
人
口
減
少
調
査
監
」
を

削
り
、
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
、
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
監
、
富
士
五
湖
自
然
首

都
圏
推
進
監
」
を
「
高
度
政
策
推
進
監
」
に
、
「
国
際
戦
略
監
、
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監
、
新

事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
監
、
情
報
政
策
推
進
監
、
D
X
推
進
監
」
を
「
観
光
政
策
推
進
監
、
観
光
振
興

監
、
観
光
地
経
営
支
援
監
、
南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
監
、
富
士
山
観
光
振
興
監
」
に
、
「
厚
生
管
理

監
」
を
「
こ
ど
も
支
援
対
策
監
、
厚
生
管
理
監
、
高
齢
者
健
康
づ
く
り
推
進
監
」
に
改
め
、
「
、
調
査

監
補
佐
」
を
削
り
、
「
、
政
策
補
佐
」
の
下
に
「
、
振
興
監
補
佐
、
支
援
監
補
佐
」
を
加
え
、
「
地
域

ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
、
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
統
括
官
」
を
「
多
様
性
・

働
き
方
統
括
官
、
こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官
、
富
士
山
未
来
・
次
世
代
交
通
統
括
官
、
山
梨
ブ
ラ
ン

ド
・
国
際
戦
略
統
括
官
、
感
染
症
対
策
統
括
官
、
ス
ポ
ー
ツ
統
括
官
」
に
、
「
歳
入
確
保
対
策
監
」
を

「
地
域
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
監
」
に
、
「
ス
ポ
ー
ツ
戦
略
推
進
監
」
を
「
文
化
振
興
戦
略
監
」
に
、
「
政

策
企
画
監
」
を
「
デ
ザ
イ
ン
推
進
監
、
政
策
企
画
監
」
に
改
め
、
「
、
介
護
保
険
指
導
監
」
を
削
り
、

「
、
道
路
企
画
監
」
を
「
道
路
企
画
監
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
職
員
給
料
支
給
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
週
休
日
（
」
を
削
り
、
「
を
い
う
。
）
の
日
数
」
を
「
並
び
に
山
梨
県
職
員
の

勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
三
項
及
び
同
条
例
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日

数
」
に
、
「
以
下
」
を
「
次
条
第
一
項
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
二
中
「
六
級
」
を
「
七
級
」
に
、
「
第
八
条
の
五
第
二
項
」
を
「
第
八
条
の
五
第
三
項

第
一
号
」
に
改
め
る
。

附
則
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
し
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項

と
し
、
第
七
項
を
削
る
。

別
表
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三

別表第一（第三条関係）

職務
の級

円 円 円 円

185,700 247,600 280,400 308,100

187,400 248,700 281,100 309,500

189,100 249,700 281,800 310,800

190,800 250,700 282,500 312,000

192,500 251,700 283,100 313,000

194,200 252,900 283,700 314,200

195,800 254,000 284,300 315,400

197,400 255,000 284,900 316,500

199,000 256,100 285,500 317,600

200,500 257,100 286,100 318,700

202,000 258,000 286,700 319,800

203,500 258,500 287,200 320,900

205,000 259,100 287,700 321,900

206,500 259,500 288,200 323,000

208,000 259,900 288,700 324,100

209,500 260,400 289,100 325,200

211,000 260,900 289,500 326,200

212,400 261,400 289,900 327,300

213,800 261,900 290,300 328,400

215,200 262,500 290,700 329,400

216,600 263,300 291,100 330,400

217,700 263,900 291,500 331,400

218,800 264,500 291,900 332,400

219,900 265,300 292,300 333,400

227,700 266,100 292,700 334,400

228,500 266,800 293,100 335,300

229,300 267,400 293,500 336,400

230,100 268,200 293,900 337,400

230,800 269,000 294,300 338,400

231,600 269,700 294,800 339,400

232,400 270,400 295,300 340,400

233,200 271,100 295,800 341,300

234,000 271,800 296,300 342,200

234,700 272,500 296,800 343,100

235,400 273,200 297,300 344,000

236,100 273,900 297,800 344,900

236,800 274,600 298,300 354,300

237,400 275,300 299,000 355,700

238,000 275,900 299,600 357,100

238,600 276,500 300,300 358,500

239,200 277,000 300,900 360,000

239,800 277,500 301,500 360,800

240,400 278,000 302,100 361,800

240,900 278,500 302,600 362,800

43

44

技能労務職給料表

職員
の区
分

１級 ２級 ３級 ４級

給料月額

8

給料月額 給料月額 給料月額号給

4

5

14

6

7

15

16

9

10

11

12

13

35

36

29

30

31

32

34

33

25

26

27

28

1

2

3

21

22

23

24

17

18

19

20

41

42

37

38

39

40

 ２

別表第一（第三条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四

241,400 279,000 303,100 363,700

241,900 279,500 303,700 364,800

242,400 280,000 304,300 365,700

242,900 280,400 304,900 366,700

243,400 280,800 305,500 367,600

243,900 281,300 306,200 368,300

244,300 281,700 306,900 369,000

244,800 282,200 307,600 369,600

245,400 282,600 308,200 370,000

245,900 283,100 308,900 370,600

246,400 283,600 309,600 371,300

246,800 284,100 310,200 372,000

247,200 284,600 310,800 372,300

247,700 285,200 311,500 373,000

248,200 285,800 312,200 373,700

248,600 286,400 312,800 374,300

249,000 287,000 313,300 374,600

249,500 287,600 313,800 375,100

250,000 288,200 314,400 375,700

250,400 288,800 315,000 376,300

250,800 289,300 315,600 376,600

251,300 289,800 316,000 377,200

251,800 290,300 316,500 377,900

252,200 290,800 317,000 378,500

252,600 291,300 317,300 378,900

253,000 291,800 317,800 379,400

253,400 292,200 318,300 380,000

253,800 292,600 318,700 380,500

254,200 293,000 318,900 381,000

254,600 293,400 319,200 381,600

255,000 293,800 319,400 382,100

255,400 294,200 319,700 382,400

255,800 294,600 320,000 382,800

256,200 295,000 320,300 383,300

256,600 295,400 320,600 383,700

257,000 295,900 320,800 384,100

257,300 296,200 321,000 384,500

257,700 296,700 321,300 385,000

258,100 297,200 321,600 385,400

258,400 297,700 321,800 385,800

258,700 298,000 322,000 386,100

259,100 298,500 322,300

259,500 299,000 322,600

259,800 299,300 322,900

260,100 299,700 323,100

260,400 300,200 323,400

260,700 300,700 323,700

260,900 301,200 323,900

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員以
外の
職員

47

48

49

50

52

53

54

55

56

57

58

59

66

67

72

45

46

51

64

65

60

61

62

63

73

74

75

68

69

70

71

80

81

82

83

76

77

78

79

92

84

85

86

87

88

89

90

91

 ３



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五

261,100 301,500 324,100

261,400 301,900 324,400

261,700 302,400 324,700

261,900 302,900 324,900

262,100 303,300 325,100

262,400 303,700

262,700 304,000

262,900 304,300

263,100 304,600

263,400 305,000

263,700 305,300

263,900 305,700

264,100 306,000

264,400 306,400

264,700 306,800

264,900 307,100

265,100 307,300

265,300 307,600

265,600 307,900

265,900 308,100

266,100 308,300

266,300 308,600

266,600 308,900

266,800 309,100

267,100 309,300

267,400 309,600

267,700 309,900

267,900 310,100

268,100 310,300

268,400 310,600

268,600 310,900

268,900 311,100

269,100 311,300

269,300 311,600

269,600 311,900

269,900 312,100

270,100 312,300

270,300

270,600

270,800

271,100

271,400

271,700

271,900

272,100

272,400

272,600

272,800

138

139

140

134

135

136

137

130

131

133

126

127

128

129

122

123

124

125

132

117

118

119

120

121

112

113

114

115

116

107

108

109

110

111

102

103

104

105

106

93

94

95

101

100

96

97

98

99

 ４



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

六

273,100

273,400

273,700

273,900

274,100

274,300

274,600

274,900

275,100

275,300

275,600

275,900

276,100

276,300

276,600

276,900

277,100

277,300

277,600

277,900

278,100

円 円 円 円

207,300 227,500 248,600 279,700

基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額 基準給料月額

141

142

143

144

149

145

146

147

148

150

151

152

定年
前再
任用
短時
間勤
務職
員

153

161

154

155

156

157

158

159

160

 ５



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

七

別
表
第
三
高
校
卒
の
項
中
「
一
級
二
十
五
号
給
か
ら
一
級
五
十
六
号
給
」
を
「
一
級
九
号
給
か
ら

一
級
四
十
号
給
」
に
改
め
、
同
表
中
学
卒
の
項
中
「
一
級
九
号
給
か
ら
一
級
四
十
号
給
」
を
「
一
級

一
号
給
か
ら
一
級
二
十
四
号
給
」
に
改
め
、
同
表
備
考
2
の
表
中
「
一
級
五
十
七
号
給
か
ら
一
級
八

十
号
給
」
を
「
一
級
四
十
一
号
給
か
ら
一
級
六
十
四
号
給
」
に
、
「
一
級
八
十
一
号
給
」
を
「
一
級

六
十
五
号
給
」
に
改
め
る
。

別
表
第
六
及
び
別
表
第
六
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

八

別表第六　昇格時号給対応表（第八条関係）

２級 ３級 ４級

1 1 1 1
2 1 1 1
3 1 1 1
4 1 1 1
5 1 1 1
6 1 1 1
7 1 1 1
8 1 1 1
9 1 1 1
10 1 1 1
11 1 1 1
12 1 1 1
13 1 1 1
14 1 1 1
15 1 1 1
16 1 1 1
17 1 1 1
18 1 1 1
19 1 1 1
20 1 1 1
21 1 1 1
22 1 1 1
23 1 1 2
24 1 1 2
25 1 1 3
26 1 1 3
27 1 1 4
28 1 1 4
29 1 1 5
30 1 2 6
31 1 3 7
32 1 4 8
33 1 5 9
34 1 6 9
35 1 7 10
36 1 8 10
37 1 9 11
38 2 10 11
39 3 11 12
40 4 12 12
41 5 13 13
42 6 14 13
43 7 15 14
44 8 16 14
45 9 17 15
46 10 18 15
47 11 19 16
48 12 20 16
49 13 21 17
50 13 22 17
51 14 23 18
52 14 24 18
53 15 25 19
54 15 26 19
55 16 27 20

　　技能労務職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の
前日に受けて
いた号給

昇格後の号給

別表第六　昇格時号給対応表（第八条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

九

56 16 28 20
57 17 29 21
58 18 30 21
59 19 31 22
60 20 32 22
61 21 33 23
62 22 34 23
63 23 35 24
64 24 36 24
65 25 37 25
66 26 38 25
67 27 39 25
68 28 40 25
69 29 41 26
70 29 42 26
71 30 43 26
72 30 44 26
73 31 45 27
74 31 46 27
75 32 47 27
76 32 48 27
77 33 49 28
78 34 50 28
79 35 51 28
80 36 52 28
81 37 53 28
82 38 54 28
83 39 55 29
84 40 56 29
85 41 57 29
86 42 57 29
87 43 58 29
88 44 58 29
89 45 59 30
90 45 59 30
91 46 60 30
92 46 60 30
93 47 61 30
94 47 61 30
95 48 62 31
96 48 62 31
97 49 63 31
98 49 63
99 49 64
100 50 64
101 50 65
102 50 66
103 51 67
104 51 68
105 51 69
106 52 69
107 52 70
108 52 70
109 53 71
110 53 71
111 53 72
112 54 72
113 54 72
114 54 72
115 55 72
116 55 72
117 55 72
118 56 72



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
〇

119 56 72
120 56 72
121 57 72
122 57 72
123 57 72
124 58 72
125 58 72
126 58 72
127 59 72
128 59 72
129 59 72
130 60
131 60
132 60
133 61
134 61
135 61
136 61
137 62
138 62
139 62
140 62
141 63
142 63
143 63
144 63
145 63
146 63
147 63
148 63
149 63
150 63
151 63
152 63
153 63
154 63
155 63
156 63
157 63
158 63
159 63
160 63
161 63



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
一

別表第六の二　降格時号給対応表（第八条関係）

１級 ２級 ３級

1 37 29 22
2 38 30 24
3 39 31 26
4 40 32 28
5 41 33 29
6 42 34 30
7 43 35 31
8 44 36 32
9 45 37 34
10 46 38 36
11 47 39 38
12 48 40 40
13 50 41 42
14 52 42 44
15 54 43 46
16 56 44 48
17 57 45 50
18 58 46 52
19 59 47 54
20 60 48 56
21 61 49 58
22 62 50 60
23 63 51 62
24 64 52 64
25 65 53 68
26 66 54 72
27 67 55 76
28 68 56 82
29 70 57 88
30 72 58 94
31 74 59 97
32 76 60 97
33 77 61 97
34 78 62 97
35 79 63 97
36 80 64 97
37 81 65 97
38 82 66 97
39 83 67 97
40 84 68 97
41 85 69 97
42 86 70 97
43 87 71 97
44 88 72 97
45 90 73 97
46 92 74 97
47 94 75 97
48 96 76 97
49 99 77 97
50 102 78 97
51 105 79 97
52 108 80 97
53 111 81 97
54 114 82 97
55 117 83 97

　　技能労務職給料表降格時号給対応表

降格した日の
前日に受けて
いた号給

降格後の号給

別表第六の二　降格時号給対応表（第八条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
二

56 120 84 97
57 123 86 97
58 126 88 97
59 129 90 97
60 132 92 97
61 136 94 97
62 140 96 97
63 161 98 97
64 161 100 97
65 161 101 97
66 161 102 97
67 161 103 97
68 161 104 97
69 161 106 97
70 161 108 97
71 161 110 97
72 161 129 97
73 161 129 97
74 161 129 97
75 161 129 97
76 161 129 97
77 161 129 97
78 161 129 97
79 161 129 97
80 161 129 97
81 161 129 97
82 161 129 97
83 161 129 97
84 161 129 97
85 161 129 97
86 161 129
87 161 129
88 161 129
89 161 129
90 161 129
91 161 129
92 161 129
93 161 129
94 161 129
95 161 129
96 161 129
97 161 129
98 161
99 161
100 161
101 161
102 161
103 161
104 161
105 161
106 161
107 161
108 161
109 161
110 161
111 161
112 161
113 161
114 161
115 161
116 161
117 161
118 161



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
三

119 161
120 161
121 161
122 161
123 161
124 161
125 161
126 161
127 161
128 161
129 161



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
四

二　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
二
五

5　

施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
暫
定
再
任
用
職
員
（
山
梨
県
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
四
年
山
梨
県
条
例
第
四
十
七
号
）
附
則
第

三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
暫
定
再
任
用
職
員
で
あ
る
技
能
労
務
職
員
を
い
う
。
）
に
対
す
る
新
規
則

第
三
条
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
給
料
表
に
定
め
る
給
料
月
額
は
、
給
料
月

額
に
、
当
該
給
料
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
相

当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一　

施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
五

二　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
二
五

（
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
四
年
山
梨
県
規
則

第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
中
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
九
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
十
項
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
等
）

2　

こ
の
規
則
に
基
づ
く
号
給
の
切
替
え
及
び
こ
れ
に
伴
う
措
置
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
職
員
給
与
条

例
（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
三
十
九
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
八

　

号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
条
中
「
山
梨
県
職
員
給
与
条
例
（
以
下
「
職
員

給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
職
員
、

山
梨
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第

三
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
教
育
職
員
又
は
山
梨
県
警
察
職
員
給
与
条
例
（
以
下
「
警

察
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
別
表
第
一
」
と
あ
る
の
は
「
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規

則
別
表
第
一
」
と
、
「
附
則
別
表
」
と
あ
る
の
は
「
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
等
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
（
令
和
七
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
六
号
。
以
下
「
改
正
規
則
」
と
い
う
。
）
附

則
別
表
」
と
す
る
。

（
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
給
料
月
額
に
関
す
る
経
過
措
置
）

3　

令
和
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
、
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当

該
給
料
表
に
定
め
る
給
料
月
額
は
、
給
料
月
額
に
、
当
該
給
料
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一　

施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
五

二　

令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
二
五

4　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
後
の
技
能
労
務
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
新
規
則
」
と
い

う
。
）
附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
技
能
労
務
職
員
が
受
け
る
給
料
月
額
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
よ
り
算
出
さ
れ
た
給
料
月
額
に
、
当
該
給
料
月
額
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
期
間
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き

は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）
に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

一　

施
行
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間　

百
分
の
〇
・
五



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
五

附則別表　号給の切替表（附則第二項関係）

技能労務職給料表の適用を受ける職員の新号給

１級 ２級 ３級 ４級

１ １ １ １ １

２ １ １ １ １

３ １ １ １ １

４ １ １ １ １

５ １ １ １ １

６ １ ２ ２ １

７ １ ３ ３ １

８ １ ４ ４ １

９ １ ５ ５ １

10 １ ６ ６ ２

11 １ ７ ７ ３

12 １ ８ ８ ４

13 １ ９ ９ ５

14 １ 10 10 ６

15 １ 11 11 ７

16 １ 12 12 ８

17 １ 13 13 ９

18 ２ 14 14 10

19 ３ 15 15 11

20 ４ 16 16 12

21 ５ 17 17 13

22 ６ 18 18 14

23 ７ 19 19 15

24 ８ 20 20 16

25 ９ 21 21 17

26 10 22 22 18

27 11 23 23 19

28 12 24 24 20

29 13 25 25 21

30 14 26 26 22

31 15 27 27 23

32 16 28 28 24

33 17 29 29 25

34 18 30 30 26

35 19 31 31 27

36 20 32 32 28

37 21 33 33 29

38 22 34 34 30

39 23 35 35 31

40 24 36 36 32

41 25 37 37 33

42 26 38 38 34

43 27 39 39 35

44 28 40 40 36

45 29 41 41 37

46 30 42 42 38

47 31 43 43 39

職務の級
旧号給

附則別表　号給の切替表（附則第二項関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
六

１級 ２級 ３級 ４級

職務の級
旧号給

48 32 44 44 40

49 33 45 45 41

50 34 46 46 42

51 35 47 47 43

52 36 48 48 44

53 37 49 49 45

54 38 50 50 46

55 39 51 51 47

56 40 52 52 48

57 41 53 53 49

58 42 54 54 50

59 43 55 55 51

60 44 56 56 52

61 45 57 57 53

62 46 58 58 54

63 47 59 59 55

64 48 60 60 56

65 49 61 61 57

66 50 62 62 58

67 51 63 63 59

68 52 64 64 60

69 53 65 65 61

70 54 66 66 62

71 55 67 67 63

72 56 68 68 64

73 57 69 69 65

74 58 70 70 66

75 59 71 71 67

76 60 72 72 68

77 61 73 73 69

78 62 74 74 70

79 63 75 75 71

80 64 76 76 72

81 65 77 77 73

82 66 78 78 74

83 67 79 79 75

84 68 80 80 76

85 69 81 81 77

86 70 82 82 78

87 71 83 83 79

88 72 84 84 80

89 73 85 85 81

90 74 86 86 82

91 75 87 87 83

92 76 88 88 84

93 77 89 89 85

94 78 90 90

95 79 91 91

96 80 92 92

97 81 93 93

98 82 94 94

99 83 95 95



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
七

１級 ２級 ３級 ４級

職務の級
旧号給

100 84 96 96

101 85 97 97

102 86 98

103 87 99

104 88 100

105 89 101

106 90 102

107 91 103

108 92 104

109 93 105

110 94 106

111 95 107

112 96 108

113 97 109

114 98 110

115 99 111

116 100 112

117 101 113

118 102 114

119 103 115

120 104 116

121 105 117

122 106 118

123 107 119

124 108 120

125 109 121

126 110 122

127 111 123

128 112 124

129 113 125

130 114 126

131 115 127

132 116 128

133 117 129

134 118

135 119

136 120

137 121

138 122

139 123

140 124

141 125

142 126

143 127

144 128

145 129

146 130

147 131

148 132

149 133

150 134

151 135



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
八

１級 ２級 ３級 ４級

職務の級
旧号給

152 136

153 137

154 138

155 139

156 140

157 141

158 142

159 143

160 144

161 145

162 146

163 147

164 148

165 149

166 150

167 151

168 152

169 153

170 154

171 155

172 156

173 157

174 158

175 159

176 160

177 161



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

一
九

第
九
条
中
「
人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
、
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ
」
を
「
人
口
減
少
危

機
対
策
課
」
に
、
「
県
民
生
活
総
務
課
、
男
女
共
同
参
画
・
外
国
人
活
躍
推
進
課
」
を
「
男
女
共
同

参
画
・
多
様
性
推
進
課
、
山
梨
・
富
士
山
未
来
課
」
に
、
「
子
育
て
政
策
課
、
森
林
政
策
課
、
環

境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
政
策
課
」
を
「
森
林
環
境
政
策
課
」
に
、
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
総
務
課
」
を

「
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
る
。

第
十
一
条
中
「
、
事
務
局
長
、
感
染
症
対
策
統
轄
官
又
は
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を

「
又
は
事
務
局
長
」
に
、
「
知
事
政
策
局
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
二
項
中
「
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
及
び
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削

る
。第

十
二
条
の
三
及
び
第
十
二
条
の
四
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
地
域
ブ
ラ
ン
ド
・
広
聴
広
報
統
括
官
、
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ

ム
推
進
統
括
官
」
を
「
多
様
性
・
働
き
方
統
括
官
、
こ
ど
も
・
次
世
代
統
括
官
、
富
士
山
未
来
・
次

世
代
交
通
統
括
官
、
山
梨
ブ
ラ
ン
ド
・
国
際
戦
略
統
括
官
、
感
染
症
対
策
統
括
官
、
ス
ポ
ー
ツ
統
括

官
」
に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
中
「
（
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
及
び

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

第
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
及
び
知

事
政
策
局
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
、
福
祉
保
健
部
及
び
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
」
に
改
め
、
同

項
の
表
人
口
減
少
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
、
人
口
減
少
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ
の
項
及
び
感
染
症
対

策
グ
ル
ー
プ
の
項
を
削
り
、
同
表
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を
「
政
策

調
整
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
表
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

高
度
政
策
企
画
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ

高
度
政
策
推
進
監

第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
表
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
、
富
士
五

湖
自
然
首
都
圏
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
、
国
際
戦
略
グ
ル
ー
プ
の
項
及
び
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進

グ
ル
ー
プ
の
項
を
削
り
、
同
表
新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
七
号

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

地
方
公
営
企
業
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
職
の
範
囲
を
定
め
る
規
則

（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
第
二
号
中
「
経
営
指
導
監
」
の
下
に
「
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
推
進
監
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
八
号

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
行
政
組
織
規
則
及
び
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
中
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
、
部
、
局
及
び
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
「
部
及

び
局
」
に
改
め
、
「
グ
ル
ー
プ
」
の
下
に
「
（
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
及
び
セ
ン
タ
ー
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中
「
（
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
除
く
。
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
の

表
第
一
号
中
「
県
民
生
活
総
務
課
」
を
「
県
民
生
活
支
援
課
」
に
改
め
、
同
表
第
三
号
中
「
財
源
確

保
・
資
産
活
用
推
進
課
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
」
に
改
め
、
同
表
第
四
号
及
び
第
五
号
を
次

の
よ
う
に
改
め
る
。

四　

市
町
村
振
興
課

財
政
企
画
室

五　

防
災
危
機
管
理
課

火
山
防
災
対
策
室

四　

市
町
村
振
興
課

財
政
企
画
室

五　

防
災
危
機
管
理
課

火
山
防
災
対
策
室

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

感
染
症
対
策
監

観
光
政
策
グ
ル
ー
プ

観
光
政
策
推
進
監

観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

観
光
振
興
監

観
光
地
経
営
支
援
グ
ル
ー
プ

観
光
地
経
営
支
援
監

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
監

富
士
山
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

富
士
山
観
光
振
興
監



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
〇

別
表
第
一
の
一
の
表
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
の
部
人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

の
項
中
「
人
口
減
少
危
機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を
「
人
口
減
少
危
機
対
策
課
」
に
改
め
、
同
項
に

次
の
二
号
を
加
え
る
。

三　

人
口
減
少
危
機
対
策
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
分
析
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
方
創
生
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
の
部
人
口
減
少
調
査
研
究
グ
ル
ー
プ
の
項

を
削
り
、
同
表
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
の
部
を
削
り
、
同
表
知
事
政
策
局
の
部
中
「
知
事
政
策
局
」

を
「
高
度
政
策
推
進
局
」
に
改
め
、
同
部
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
の
項
中
「
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ
」
を

「
政
策
調
整
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
企
画
立
案
及
び
」
を
削
り
、
同
項
第
八
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

高
度
政
策
企
画
イ

ニ
シ
ア
チ
ブ

政
策
の
企
画
立
案
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
知
事
政
策
局
の
部
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
、
富
士
山
保
全
・
観

光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
、
富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
、
国
際
戦
略

グ
ル
ー
プ
の
項
、
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル
ー
プ
の
項
及
び
新
事
業
チ
ャ
レ
ン
ジ
推
進
グ

ル
ー
プ
の
項
を
削
り
、
同
表
県
民
生
活
部
の
部
及
び
多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
の
部
を
次
の

よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
第
二
項
中
「
人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
及
び
知

事
政
策
局
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
、
福
祉
保
健
部
及
び
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
」
に
改
め
、

「
、
調
査
監
補
佐
」
を
削
り
、
「
推
進
監
補
佐
」
の
下
に
「
、
振
興
監
補
佐
、
支
援
監
補
佐
」
を
加

え
、
同
条
第
三
項
中
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
、
人
口
減
少
調
査
監
、
感
染
症
対
策
監
、
政
策
参

事
、
地
域
ブ
ラ
ン
ド
推
進
監
、
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ
ム
推
進
監
、
富
士
五
湖
自
然
首
都

圏
推
進
監
、
広
聴
広
報
監
、
国
際
戦
略
監
、
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
監
及
び
新
事
業
チ
ャ
レ
ン

ジ
推
進
監
」
を
「
政
策
参
事
、
高
度
政
策
推
進
監
、
広
聴
広
報
監
、
感
染
症
対
策
監
、
観
光
政
策
推

進
監
、
観
光
振
興
監
、
観
光
地
経
営
支
援
監
、
南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
監
及
び
富
士
山
観
光
振
興

監
」
に
、
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
を
「
政
策
参
事
等
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
人
口
減

少
危
機
対
策
監
等
」
を
「
政
策
参
事
等
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
、
調
査
監
補
佐
」
を
削
り
、

「
推
進
監
補
佐
」
の
下
に
「
、
振
興
監
補
佐
、
支
援
監
補
佐
」
を
加
え
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一

号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
十
号
を
第
九
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十　

山
梨
県
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

第
十
八
条
第
一
項
中
「
大
阪
事
務
所
」
の
下
に
「
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童

相
談
所
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
」
を
加
え
、
「
、

総
合
理
工
学
研
究
機
構
」
を
削
り
、
「
保
健
所
」
の
下
に
「
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加

え
、
「
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
子
ど

も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン

タ
ー
」
を
「
中
央
児
童
相
談
所
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
及
び
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

3　

甲
陽
学
園
に
副
園
長
を
置
く
。

4　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
事
務
局
長
を
置
く
。

第
十
八
条
中
第
八
項
及
び
第
九
項
を
削
り
、
第
十
項
を
第
八
項
と
し
、
第
十
一
項
を
第
九
項
と

し
、
同
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

10　

峡
南
高
等
技
術
専
門
校
に
副
校
長
を
置
く
。

11　

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
副
所
長
を
置
く
。

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

感
染
症
対
策
監

観
光
政
策
グ
ル
ー
プ

観
光
政
策
推
進
監

観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

観
光
振
興
監

観
光
地
経
営
支
援
グ
ル
ー
プ

観
光
地
経
営
支
援
監

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
監

富
士
山
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

富
士
山
観
光
振
興
監

総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。
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二
一

総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。
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二
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総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
三

削
り
、
第
十
二
号
を
第
七
号
と
し
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
を
五
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項

第
十
九
号
中
「
固
定
資
産
評
価
審
議
会
及
び
自
治
紛
争
調
停
委
員
会
」
を
「
自
治
紛
争
調
停
委
員

会
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

北
富
士
演
習
場
対

策
課

北
富
士
演
習
場
問
題
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
福
祉
保
健
部
の
部
福
祉
保
健
総
務
課
の
項
第
九
号
中
「
子
ど
も
」
を
「
こ
ど

も
」
に
改
め
、
同
項
第
十
号
中
「
及
び
保
健
所
」
を
「
、
保
健
所
及
び
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」

に
改
め
、
同
部
健
康
増
進
課
の
項
中
第
一
号
を
削
り
、
第
二
号
を
第
一
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
十

七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

感
染
症
対
策
セ
ン

タ
ー

一　

感
染
症
対
策
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

感
染
症
に
関
す
る
情
報
の
収
集
、
分
析
及
び
発
信
に
関
す
る
こ
と
。

三　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
こ
と

。
四　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

五　

予
防
接
種
に
関
す
る
こ
と
。

六　

肝
炎
医
療
費
助
成
認
定
審
査
協
議
会
及
び
肝
が
ん
・
重
度
肝
硬
変
治

療
研
究
促
進
事
業
認
定
審
査
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

や
ま
な
し
グ
リ
ー
ン
・
ゾ
ー
ン
制
度
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
子
育
て
支
援
局
の
部
を
削
り
、
同
表
林
政
部
の
部
中
「
林
政
部
」
を
「
森
林

環
境
部
」
に
改
め
、
同
部
森
林
政
策
課
の
項
中
「
森
林
政
策
課
」
を
「
森
林
環
境
政
策
課
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
林
業
」
の
下
に
「
並
び
に
環
境
保
全
」
を
加
え
、
同
項
第
十
二
号
中
「
（
環

境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）　

」
を
削
り
、
同
号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項

第
十
一
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
二　

環
境
基
本
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

環
境
情
報
の
収
集
、
整
理
及
び
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

太
陽
光
発
電
施
設
の
適
正
な
設
置
及
び
維
持
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
林
政
部
の
部
森
林
政
策
課
の
項
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

十
六　

富
士
山
科
学
研
究
所
（
火
山
防
災
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

環
境
保
全
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
林
政
部
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
の
項
中
「
財
源
確
保
・
資
産
活

用
推
進
課
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
を

第
九
号
と
し
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

県
有
地
の
高
度
利
活
用
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
行
政
経
営
管
理
課
の
項
中
「
行
政
経
営
管
理
課
」
を
「
行
政
法

務
課
」
に
改
め
、
同
項
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
及
び
出
資
法

人
経
営
検
討
委
員
会
」
を
「
、
出
資
法
人
経
営
検
討
委
員
会
及
び
公
益
認
定
等
審
議
会
」
に
改
め
、

同
号
を
同
項
第
三
十
一
号
と
し
、
同
項
第
二
十
七
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

二
十
八　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
並
び
に
移
行
の
認
可
を
受
け
た
一
般
社
団
法
人
及

び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
九　

知
事
の
所
管
に
属
す
る
公
益
信
託
に
関
す
る
こ
と
。

三
十　

宗
教
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
総
務
部
の
部
市
町
村
課
の
項
中
「
市
町
村
課
」
を
「
市
町
村
振
興
課
」
に
改

め
、
同
項
第
一
号
中
「
及
び
財
政
」
を
削
り
、
同
項
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
第
十

号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
公
有
地
の
拡
大
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
六
十

六
号
）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
六
号
と
し
、
同
項
中
第
十
一
号
を

総
合
県
民

支
援
局

男
女
共
同
参

画
・
多
様
性

推
進
課

一　

男
女
共
同
参
画
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

男
女
共
同
参
画
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

男
女
共
同
参
画
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

四　

外
国
人
活
躍
の
推
進
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

五　

多
文
化
共
生
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

男
女
共
同
参
画
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

七　

男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

国
際
交
流
・
多
文
化
共
生
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

子
育
て
・
次

世
代
サ
ポ
ー

ト
課

一　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
及
び
保
育
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
の
健
全
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及

び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
保
育
所
及
び
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園

に
限
る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と

。
五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
保
育
所
、
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚
生
施
設
に
限
る
。
）
。

六　

幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
（
学
校
教
育
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

を
除
く
。
）
。

七　

結
婚
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八　

母
体
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

九　

母
子
保
健
に
関
す
る
こ
と
。

十　

小
児
医
療
給
付
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

発
達
障
害
者
及
び
発
達
障
害
児
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

子
ど
も
・
子
育
て
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

愛
宕
山
こ
ど
も
の
国
に
関
す
る
こ
と
。

こ
ど
も
福
祉

課

一　

児
童
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
委
員
に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
母
子
生
活
支
援
施

設
、
児
童
養
護
施
設
、
児
童
心
理
治
療
施
設
、
児
童
自
立
支
援

施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
に
限
る
。
）
の
指
導
監
督

に
関
す
る
こ
と
。

四　

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
及
び
母
子
生
活
支
援
施
設
に
限

る
。
）
に
係
る
市
町
村
事
務
の
実
地
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
福
祉
事
業
従
事
者
に
関
す
る
こ
と
（
障
害
者
福
祉
に
係

る
も
の
、
保
育
所
、
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
及
び
児
童
厚

生
施
設
を
除
く
。
）
。

六　

父
子
家
庭
、
母
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

七　

児
童
手
当
及
び
児
童
扶
養
手
当
に
関
す
る
こ
と
。

八　

こ
ど
も
の
貧
困
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
困
窮
者
の
自
立
に
関
す
る
こ
と
（
こ
ど
も
の
学
習
支
援

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

十　

児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
に
関
す
る
こ
と
。

ま
な
び
支
援

課

一　

科
学
技
術
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

二　

総
合
教
育
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

三　

私
立
学
校
（
幼
稚
園
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
域
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

五　

県
民
の
日
に
関
す
る
こ
と
。

六　

国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
こ
と
。

七　

県
章
、
県
旗
、
県
歌
等
に
関
す
る
こ
と
。

八　

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
N
P
O
活
動
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す

る
こ
と
。

九　

生
涯
学
習
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十　

生
涯
学
習
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

総
合
理
工
学
研
究
機
構
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

科
学
技
術
・
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
会
議
、
公
立
大
学
法
人
評

価
委
員
会
、
私
立
学
校
審
議
会
及
び
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す

る
こ
と
。

十
四　

県
立
大
学
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

私
学
教
育
振
興
会
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

長
田
ふ
る
さ
と
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

や
ま
な
し
地
域
づ
く
り
交
流
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

生
涯
学
習
推
進
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

働
く
人
・
働

き
方
支
援
課

一　

労
働
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

労
働
組
合
及
び
労
使
関
係
の
安
定
に
関
す
る
こ
と
。

三　

労
働
者
協
働
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

四　

労
働
福
祉
及
び
労
働
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

五　

働
き
方
改
革
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

七　

労
働
に
係
る
情
報
、
調
査
及
び
統
計
に
関
す
る
こ
と
。

八　

地
域
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

障
害
者
の
雇
用
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
・
し
ご
と
・
プ
ラ
ザ
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

労
働
委
員
会
に
関
す
る
こ
と
。

県
民
生
活
支

援
課

一　

消
費
者
行
政
に
関
す
る
こ
と
。

二　

不
当
景
品
類
及
び
不
当
表
示
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

家
庭
用
品
品
質
表
示
に
関
す
る
こ
と
。

四　

消
費
生
活
用
製
品
の
安
全
に
関
す
る
こ
と
。

五　

消
費
生
活
協
同
組
合
に
関
す
る
こ
と
。

六　

割
賦
販
売
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
商
取
引
に
関
す
る
こ
と
。

八　

消
費
者
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

生
活
関
連
物
資
等
の
価
格
及
び
需
給
の
安
定
に
関
す
る
こ
と

。
十　

物
価
行
政
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

生
活
関
連
行
政
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

食
の
安
全
・
安
心
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

飲
食
料
品
の
品
質
表
示
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

食
育
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

食
品
ロ
ス
の
削
減
の
推
進
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
六　

食
の
安
全
・
食
育
推
進
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

十
七　

人
権
施
策
に
係
る
総
合
調
整
及
び
関
係
機
関
と
の
連
絡
調

整
に
関
す
る
こ
と
。

十
八　

同
和
対
策
事
業
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

十
九　

安
全
で
安
心
な
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

二
十　

犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
一　

交
通
安
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る

こ
と
。

二
十
二　

交
通
安
全
対
策
本
部
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
三　

地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
四　

県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
五　

消
費
生
活
審
議
会
、
消
費
生
活
紛
争
処
理
委
員
会
、
食

の
安
全
・
安
心
審
議
会
、
い
じ
め
問
題
調
査
会
及
び
交
通
安
全

対
策
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
六　

更
生
保
護
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

新
価
値
・

地
域
創
造

推
進
局

山
梨
・
富
士

山
未
来
課

富
士
ト
ラ
ム
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

新
事
業
・
地

域
ブ
ラ
ン
ド

課

一　

新
事
業
創
出
に
係
る
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ

と
。

二　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
。

三　

ブ
ラ
ン
ド
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
（
山
梨
県
の
魅
力
を
高
め
、
地

域
及
び
経
済
の
活
性
化
に
つ
な
げ
る
取
組
を
い
う
。
）
に
関
す

る
こ
と
。

国
際
戦
略
・

自
然
首
都
圏

推
進
課

一　

国
際
交
流
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
際
協
力
の
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

三　

海
外
県
人
会
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
五
湖
自
然
首
都
圏
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
関
す
る
こ
と
。

五　

小
佐
野
記
念
財
団
及
び
国
際
交
流
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

リ
ニ
ア
・
次

世
代
交
通
推

進
課

一　

交
通
行
政
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

乗
合
バ
ス
の
運
行
確
保
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

三　

鉄
道
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

四　

リ
ニ
ア
や
ま
な
し
ビ
ジ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
（
実
証
実
験
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
。

五　

次
世
代
交
通
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六　

リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
の
建
設
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

交
通
政
策
会
議
に
関
す
る
こ
と
。

八　

リ
ニ
ア
見
学
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

地
域
エ
ネ
ル

ギ
ー
推
進
課

一　

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
係
る
施
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ク
リ
ー
ン
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
導
入
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

D
X
課

一　

デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
の
推
進
に
係
る
企

画
立
案
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
関
す
る
こ
と
。

三　

情
報
通
信
産
業
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

四　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
施
策
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

五　

行
政
の
情
報
化
に
係
る
基
本
的
な
施
策
の
推
進
に
関
す
る
こ

と
。

六　

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
情
報
シ
ス
テ
ム
及
び
こ
れ
ら
に
関
す
る
設

備
等
の
運
用
、
管
理
及
び
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

七　

電
子
自
治
体
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

行
政
情
報
シ
ス
テ
ム
を
活
用
し
た
事
務
処
理
方
法
の
構
築
及

び
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

統
計
調
査
課

一　

基
幹
統
計
等
統
計
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

県
民
所
得
そ
の
他
の
推
計
及
び
統
計
結
果
の
分
析
に
関
す
る

こ
と
。

三　

県
統
計
調
査
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

統
計
知
識
の
普
及
及
び
統
計
刊
行
物
の
発
行
に
関
す
る
こ
と

。
五　

統
計
相
談
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
四

別
表
第
一
の
一
の
表
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
の
部
を
削
り
、
同
表
産
業
政
策
部
の
部
ス
タ
ー
ト

ア
ッ
プ
・
経
営
支
援
課
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
二　

ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
産
業
政
策
部
の
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

産
業
人
材
課

一　

豊
か
さ
共
創
ス
リ
ー
ア
ッ
プ
に
関
す
る
こ
と
。

二　

産
業
人
材
の
確
保
及
び
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

職
業
能
力
開
発
施
策
の
総
合
的
な
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

四　

公
共
職
業
訓
練
及
び
民
間
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

五　

技
能
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六　

職
業
訓
練
指
導
員
に
関
す
る
こ
と
。

七　

産
業
技
術
短
期
大
学
校
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
及
び
就
業
支
援
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

職
業
能
力
開
発
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

九　

職
業
能
力
開
発
協
会
に
関
す
る
こ
と
。

十　

中
小
企
業
人
材
開
発
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
総
務
課
の
項
中
「
観

光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
総
務
課
」
を
「
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
部
観
光
振
興
課
の
項
中

「
観
光
振
興
課
」
を
「
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
や
ま
な
し
ブ
ラ
ン
ド
」

を
「
美
酒
・
美
食
」
に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号
を
第
四
号
と
し
、
第

七
号
を
第
五
号
と
し
、
第
八
号
を
第
六
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

七　

観
光
基
盤
の
整
備
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

八　

観
光
施
設
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

九　

観
光
地
の
美
化
に
関
す
る
こ
と
。

十　

山
岳
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
観
光
資
源
課
の
項
中
「
観
光
資
源
課
」
を

大
気
水
質
保
全
課

一　

公
害
対
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
気
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

水
質
汚
濁
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

四　

土
壌
汚
染
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
及
び
悪
臭
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
害
に
係
る
紛
争
及
び
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

八　

富
士
五
湖
の
静
穏
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

九　

地
下
水
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

十　

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
及
び
指
定
検
査
機
関
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善

の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

温
泉
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

環
境
影
響
評
価
等
技
術
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
整
備
課

一　

廃
棄
物
対
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

公
共
関
与
に
よ
る
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

五　

廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六　

循
環
型
社
会
形
成
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

環
境
整
備
事
業
団
に
関
す
る
こ
と
。

自
然
共
生
推
進
課

一　

自
然
環
境
保
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
立
公
園
、
国
定
公
園
及
び
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

三　

希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

四　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
こ

と
。

五　

野
生
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と

。
六　

水
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

環
境
保
全
の
啓
発
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

八　

環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
環
境
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

八
个
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

大
気
水
質
保
全
課

一　

公
害
対
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

大
気
汚
染
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

三　

水
質
汚
濁
の
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

四　

土
壌
汚
染
の
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

騒
音
、
振
動
、
地
盤
沈
下
及
び
悪
臭
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

六　

公
害
に
係
る
紛
争
及
び
苦
情
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

七　

特
定
工
場
に
お
け
る
公
害
防
止
組
織
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

八　

富
士
五
湖
の
静
穏
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

九　

地
下
水
の
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

十　

浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
及
び
指
定
検
査
機
関
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

合
併
処
理
浄
化
槽
の
整
備
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
二　

特
定
化
学
物
質
の
環
境
へ
の
排
出
量
の
把
握
等
及
び
管
理
の
改
善

の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

十
三　

環
境
影
響
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

十
四　

温
泉
に
関
す
る
こ
と
。

十
五　

環
境
影
響
評
価
等
技
術
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

環
境
整
備
課

一　

廃
棄
物
対
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

公
共
関
与
に
よ
る
廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

三　

一
般
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

四　

産
業
廃
棄
物
の
適
正
な
処
理
に
関
す
る
こ
と
。

五　

廃
棄
物
の
不
適
正
処
理
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

六　

循
環
型
社
会
形
成
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

再
生
資
源
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

八　

環
境
整
備
事
業
団
に
関
す
る
こ
と
。

自
然
共
生
推
進
課

一　

自
然
環
境
保
全
対
策
の
総
合
企
画
及
び
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

国
立
公
園
、
国
定
公
園
及
び
県
立
自
然
公
園
に
関
す
る
こ
と
。

三　

希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
こ
と
。

四　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
こ

と
。

五　

野
生
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
こ
と

。
六　

水
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

七　

環
境
保
全
の
啓
発
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

八　

環
境
保
全
活
動
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

九　

環
境
教
育
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

十　

や
ま
な
し
環
境
財
団
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

八
个
岳
自
然
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
五

別
表
第
一
の
二
の
表
庁
舎
管
理
室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

財
政
企
画
室

一　

市
町
村
及
び
特
別
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の
助
言
等
に
関
す
る
こ
と

。
二　

市
町
村
の
地
方
債
に
関
す
る
こ
と
。

三　

地
方
交
付
税
（
市
町
村
分
）
に
関
す
る
こ
と
。

四　

地
方
譲
与
税
（
市
町
村
分
）
に
関
す
る
こ
と
。

五　

地
方
特
例
交
付
金
（
市
町
村
分
）
に
関
す
る
こ
と
。

六　

市
町
村
が
設
置
す
る
土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
（
地
方
公
共
団

体
の
財
政
の
健
全
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
九
十
四
号

）
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
。

七　

市
町
村
振
興
資
金
に
関
す
る
こ
と
。

八　

固
定
資
産
評
価
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
二
の
表
南
ア
ル
プ
ス
観
光
振
興
室
の
項
を
削
る
。

別
表
第
三
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

「
観
光
地
経
営
支
援
グ
ル
ー
プ
」
に
改
め
、
同
項
中
第
一
号
及
び
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
一

号
と
し
、
第
四
号
を
第
二
号
と
し
、
第
五
号
及
び
第
六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
三
号
と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四　

国
際
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

五　

通
訳
案
内
士
の
登
録
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
の
部
観
光
資
源
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。南

ア
ル
プ
ス
観
光

振
興
グ
ル
ー
プ

南
ア
ル
プ
ス
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

富
士
山
観
光
振
興

グ
ル
ー
プ

一　

世
界
遺
産
富
士
山
（
世
界
の
文
化
遺
産
及
び
自
然
遺
産
の
保
護
に
関

す
る
条
約
第
十
一
条
2
の
世
界
遺
産
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
文
化
遺
産

で
あ
る
富
士
山
を
い
う
。
第
三
号
及
び
別
表
第
五
富
士
山
世
界
遺
産
セ

ン
タ
ー
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
保
全
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び

総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二　

富
士
山
へ
の
登
山
の
安
全
に
関
す
る
施
策
の
企
画
及
び
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
。

三　

世
界
遺
産
富
士
山
に
関
す
る
普
及
啓
発
に
関
す
る
こ
と
。

四　

富
士
山
の
環
境
保
全
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

五　

富
士
山
登
山
観
光
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

六　

富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

七　

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

八　

富
士
北
麓
駐
車
場
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
農
政
部
の
部
畜
産
課
の
項
第
十
五
号
を
削
り
、
同
表
県
土
整
備
部
の
部
県
土

整
備
総
務
課
の
項
第
一
号
中
「
林
政
部
」
を
「
森
林
環
境
部
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。八　

土
地
利
用
に
係
る
総
合
的
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

別
表
第
一
の
一
の
表
県
土
整
備
部
の
部
用
地
課
の
項
に
次
の
四
号
を
加
え
る
。

八　

土
地
の
価
格
、
不
動
産
鑑
定
業
及
び
遊
休
土
地
等
の
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

九　

水
資
源
の
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

十　

土
地
開
発
公
社
に
関
す
る
こ
と
。

十
一　

首
都
圏
整
備
計
画
に
関
す
る
こ
と
。

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
医
療
課

地
域
支
援
課

甲
府
市

中
央
児
童
相
談
所

総
務
課

児
童
虐
待
対
応
課

相
談
支
援
第
一
課

相
談
支
援
第
二
課

処
遇
指
導
・
移
行

支
援
課

診
断
育
成
課

一
時
保
護
課

甲
府
市

都
留
児
童
相
談
所

相
談
課

一
時
保
護
課

都
留
市

甲
陽
学
園

自
立
支
援
課

甲
府
市

子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜

生
活
支
援
課

治
療
支
援
課

甲
府
市

総
合
理
工
学
研
究
機
構

甲
府
市



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
六

別
表
第
五
中
総
合
理
工
学
研
究
機
構
の
項
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
項
、
峡
南
高
等
技
術
専
門

校
の
項
及
び
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
保
健
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
中
総
合
理
工
学
研
究
機
構
の
項
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
の
項
、
峡
南
高
等
技
術
専
門

校
の
項
及
び
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
を
削
り
、
富
士
・
東
部
保
健
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

甲
府
市

別
表
第
三
中
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
、
中
央
児
童
相
談
所
の
項
、
都
留
児
童
相
談
所
の

項
、
甲
陽
学
園
の
項
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー

う
ぐ
い
す
の
杜
の
項
を
削
り
、
宝
石
美
術
専
門
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

産
業
技
術
短
期
大
学
校

事
務
局

　

総
務
・
民
間
研

修
課

教
務
指
導
部

　

教
務
学
生
課

甲
州
市

峡
南
高
等
技
術
専
門
校

管
理
課

訓
練
課

南
巨
摩
郡
富
士

川
町

就
業
支
援
セ
ン
タ
ー

甲
府
市

富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー

南
都
留
郡
富
士

河
口
湖
町

別
表
第
三
中
北
建
設
事
務
所
の
項
中
「
（
リ
ニ
ア
駅
周
辺
整
備
課
に
あ
つ
て
は
、
中
央
市
）
」
を

削
る
。

別
表
第
五
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
の
項
を
次
に
よ
う
に
改
め
る
。

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

相
談
医
療
課

地
域
支
援
課

甲
府
市

中
央
児
童
相
談
所

総
務
課

児
童
虐
待
対
応
課

相
談
支
援
第
一
課

相
談
支
援
第
二
課

処
遇
指
導
・
移
行

支
援
課

診
断
育
成
課

一
時
保
護
課

甲
府
市

都
留
児
童
相
談
所

相
談
課

一
時
保
護
課

都
留
市

甲
陽
学
園

自
立
支
援
課

甲
府
市

子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜

生
活
支
援
課

治
療
支
援
課

甲
府
市

総
合
理
工
学
研
究
機
構

甲
府
市

こ
こ
ろ
の
発

達
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

一　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
又
は
こ
れ
ら
の
家
族
の
支
援

に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
知
識
の
普

及
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

児
童
相
談
所

一　

児
童
に
関
す
る
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

問
題
児
童
の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。

四　

一
時
保
護
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会

学
的
及
び
精
神
衛
生
上
の
判
定
並
び
に
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六　

措
置
児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七　

一
時
保
護
児
童
に
関
す
る
こ
と
。

八　

障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

九　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う

ぐ
い
す
の
杜
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
中
央
児
童
相
談
所
に
限
る
。

）
。

甲
陽
学
園

不
良
行
為
を
な
し
、
又
は
な
す
お
そ
れ
の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

子
ど
も
心
理

治
療
セ
ン
タ

ー
う
ぐ
い
す

の
杜

社
会
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
と
な
つ
た
児
童
に
係
る
心
理
治
療
及
び
生
活
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

総
合
理
工
学

研
究
機
構

一　

理
工
学
分
野
に
係
る
総
合
的
な
試
験
研
究
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

試
験
研
究
に
係
る
産
学
官
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

研
究
成
果
の
技
術
移
転
に
関
す
る
こ
と
。

四　

重
点
的
に
取
り
組
む
研
究
の
選
定
及
び
そ
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

こ
こ
ろ
の
発

達
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー

一　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
又
は
こ
れ
ら
の
家
族
の
支
援

に
関
す
る
こ
と
。

三　

児
童
虐
待
を
受
け
た
児
童
、
発
達
障
害
者
等
の
福
祉
に
関
す
る
知
識
の
普

及
及
び
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

児
童
相
談
所

一　

児
童
に
関
す
る
家
庭
そ
の
他
か
ら
の
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

二　

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
調
査
及
び
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

三　

問
題
児
童
の
把
握
に
関
す
る
こ
と
。

四　

一
時
保
護
の
手
続
に
関
す
る
こ
と
。

五　

児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
医
学
的
、
心
理
学
的
、
教
育
学
的
、
社
会

学
的
及
び
精
神
衛
生
上
の
判
定
並
び
に
措
置
に
関
す
る
こ
と
。

六　

措
置
児
童
及
び
そ
の
家
庭
に
対
す
る
指
導
に
関
す
る
こ
と
。

七　

一
時
保
護
児
童
に
関
す
る
こ
と
。

八　

障
害
児
施
設
給
付
費
の
支
給
決
定
に
関
す
る
こ
と
。

九　

こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う

ぐ
い
す
の
杜
の
庶
務
的
事
務
に
関
す
る
こ
と
（
中
央
児
童
相
談
所
に
限
る
。

）
。

甲
陽
学
園

不
良
行
為
を
な
し
、
又
は
な
す
お
そ
れ
の
あ
る
児
童
及
び
家
庭
環
境
そ
の
他
の

理
由
に
よ
り
生
活
指
導
等
を
要
す
る
児
童
の
自
立
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

子
ど
も
心
理

治
療
セ
ン
タ

ー
う
ぐ
い
す

の
杜

社
会
生
活
へ
の
適
応
が
困
難
と
な
つ
た
児
童
に
係
る
心
理
治
療
及
び
生
活
指
導

に
関
す
る
こ
と
。

総
合
理
工
学

研
究
機
構

一　

理
工
学
分
野
に
係
る
総
合
的
な
試
験
研
究
及
び
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

二　

試
験
研
究
に
係
る
産
学
官
連
携
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

三　

研
究
成
果
の
技
術
移
転
に
関
す
る
こ
と
。

四　

重
点
的
に
取
り
組
む
研
究
の
選
定
及
び
そ
の
評
価
に
関
す
る
こ
と
。

女
性
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

一　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
係
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

二　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
緊
急
時
の
安
全
確
保
及
び
一
時
保
護
に
関

す
る
こ
と
。

三　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
医
学
的
又

は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

四　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た

め
の
情
報
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
に
関
す

る
こ
と
。

五　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
居
住
し
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

施
設
の
利
用
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ

の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六　

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
七

別
表
第
五
家
畜
保
健
衛
生
所
の
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七　

豚
、
鶏
等
及
び
乳
牛
等
草
食
家
畜
に
関
す
る
農
業
の
革
新
に
係
る
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

（
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
青
少
年
保
護
育
成
の
た
め
の
環
境
浄
化
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
山
梨
県

規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
一
号
中
「
子
育
て
支
援
局
子
育
て
政
策
課
」
を
「
総
合
県
民
支
援
局
子
育
て
・
次
世

代
サ
ポ
ー
ト
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
教
育
委
員
会
事
務
局
生
涯
学
習
課
」
を
「
教
育
委
員

会
事
務
局
社
会
教
育
課
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る

機
関
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の

行
為
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
山
梨
県
行
政
組
織
規
則
の
規
定
に
よ
る
相
当
の
機
関
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
そ
の
他
の
行
為
又
は
そ
の
機
関
に
対
し
て
な
さ
れ
た
申
請
そ
の
他
の
行
為
と

み
な
す
。

3　

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
す
る
者
の
う
ち
、
別
に
発
令

さ
れ
な
い
者
は
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
機
関
に
勤
務
を
命
ぜ
ら
れ
た
も
の
と
す
る
。

別
表
第
五
中
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
、
児
童
相
談
所
の
項
、
甲
陽
学
園
の
項
、
こ
こ
ろ
の

発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
の
項
及
び
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
の
項
を
削
り
、
宝

石
美
術
専
門
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

女
性
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー

一　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
に
係
る
相
談
に
関
す
る
こ
と
。

二　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
緊
急
時
の
安
全
確
保
及
び
一
時
保
護
に
関

す
る
こ
と
。

三　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
医
学
的
又

は
心
理
学
的
な
援
助
そ
の
他
の
必
要
な
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

四　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
自
立
し
て
生
活
す
る
こ
と
を
促
進
す
る
た

め
の
情
報
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ
の
他
の
援
助
に
関
す

る
こ
と
。

五　

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
居
住
し
て
保
護
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

施
設
の
利
用
に
つ
い
て
の
情
報
提
供
、
助
言
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
そ

の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

六　

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

産
業
技
術
短

期
大
学
校

一　

学
校
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

学
生
の
生
活
指
導
、
職
業
指
導
及
び
就
職
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三　

学
生
の
表
彰
及
び
懲
戒
に
関
す
る
こ
と
。

四　

学
生
の
保
健
衛
生
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

五　

専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

六　

専
門
短
期
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七　

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

八　

事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
施
設
を
使
用
さ
せ
る
等
の
便
益
の

提
供
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

九　

そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す

る
こ
と
。

峡
南
高
等
技

術
専
門
校

一　

普
通
職
業
訓
練
で
長
期
間
及
び
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

二　

事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
施
設
を
使
用
さ
せ
る
等
の
便
益
の
提

供
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

就
業
支
援
セ

ン
タ
ー

一　

普
通
職
業
訓
練
で
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二　

就
業
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

富
士
山
世
界

遺
産
セ
ン
タ

ー

一　

世
界
遺
産
富
士
山
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二　

世
界
遺
産
富
士
山
に
係
る
保
全
活
動
、
普
及
啓
発
及
び
情
報
発
信
に
関
す

る
こ
と
。

産
業
技
術
短

期
大
学
校

一　

学
校
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。

二　

学
生
の
生
活
指
導
、
職
業
指
導
及
び
就
職
あ
つ
せ
ん
に
関
す
る
こ
と
。

三　

学
生
の
表
彰
及
び
懲
戒
に
関
す
る
こ
と
。

四　

学
生
の
保
健
衛
生
及
び
福
利
厚
生
に
関
す
る
こ
と
。

五　

専
門
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

六　

専
門
短
期
課
程
の
高
度
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

七　

短
期
課
程
の
普
通
職
業
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

八　

事
業
主
等
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
施
設
を
使
用
さ
せ
る
等
の
便
益
の

提
供
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

九　

そ
の
他
職
業
能
力
の
開
発
及
び
向
上
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す

る
こ
と
。

峡
南
高
等
技

術
専
門
校

一　

普
通
職
業
訓
練
で
長
期
間
及
び
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
に
関
す
る
こ

と
。

二　

事
業
主
の
行
う
職
業
訓
練
の
た
め
に
施
設
を
使
用
さ
せ
る
等
の
便
益
の
提

供
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

就
業
支
援
セ

ン
タ
ー

一　

普
通
職
業
訓
練
で
短
期
間
の
訓
練
課
程
の
も
の
に
関
す
る
こ
と
。

二　

就
業
に
関
す
る
相
談
そ
の
他
の
援
助
に
関
す
る
こ
と
。

三　

そ
の
他
職
業
訓
練
に
関
し
必
要
な
業
務
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

富
士
山
世
界

遺
産
セ
ン
タ

ー

一　

世
界
遺
産
富
士
山
に
係
る
調
査
研
究
に
関
す
る
こ
と
。

二　

世
界
遺
産
富
士
山
に
係
る
保
全
活
動
、
普
及
啓
発
及
び
情
報
発
信
に
関
す

る
こ
と
。

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
人
口
減
少
危

機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
課

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ

福
祉
保
健
部
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

知
事
政
策
局
秘
書
課

高
度
政
策
推
進
局
秘
書
課

知
事
政
策
局
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
政
策
調
整
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ

ム
推
進
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
山
梨
・
富
士
山
未
来
課

知
事
政
策
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル

ー
プ

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代

交
通
推
進
課

県
民
生
活
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

総
務
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

県
民
生
活
部
統
計
調
査
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
統
計
調
査
課

県
民
生
活
部
県
民
生
活
安
全
課

総
合
県
民
支
援
局
県
民
生
活
支
援
課

県
民
生
活
部
私
学
・
科
学
振
興
課

総
合
県
民
支
援
局
ま
な
び
支
援
課

多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
労
政
人
材
育

成
課

総
合
県
民
支
援
局
働
く
人
・
働
き
方
支
援
課

総
務
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課

総
務
部
資
産
高
度
利
用
推
進
課

総
務
部
行
政
経
営
管
理
課

総
務
部
行
政
法
務
課

総
務
部
市
町
村
課

総
務
部
市
町
村
振
興
課

子
育
て
支
援
局
子
育
て
政
策
課

総
合
県
民
支
援
局
子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー
ト

課

子
育
て
支
援
局
子
ど
も
福
祉
課

総
合
県
民
支
援
局
こ
ど
も
福
祉
課

林
政
部
森
林
政
策
課

森
林
環
境
部
森
林
環
境
政
策
課

林
政
部
森
林
整
備
課

森
林
環
境
部
森
林
整
備
課

林
政
部
林
業
振
興
課

森
林
環
境
部
林
業
振
興
課

林
政
部
県
有
林
課

森
林
環
境
部
県
有
林
課

林
政
部
治
山
林
道
課

森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
総
務
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
資
源
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
地
経
営
支
援
グ

ル
ー
プ



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
八

（
山
梨
県
公
報
発
行
規
則
の
一
部
改
正
）

4　

山
梨
県
公
報
発
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
行
政
経
営
管
理
課
長
」
を
「
行
政
法
務
課
長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

5　

山
梨
県
公
有
財
産
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
統
轄
官
、
組

織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削
り
、
同
条
第
二

号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
」
を

削
り
、
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
を
「
政
策
参
事
等
」
に
改
め
る
。

第
十
条
中
「
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
長
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

第
四
十
一
条
第
二
項
中
「
総
務
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
」
を
「
総
務
部
資
産
高
度
利
用

推
進
課
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
定
め
る
規
則
の
一
部
改
正
）

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
人
口
減
少
危

機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
課

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ

福
祉
保
健
部
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

知
事
政
策
局
秘
書
課

高
度
政
策
推
進
局
秘
書
課

知
事
政
策
局
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
政
策
調
整
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ

ム
推
進
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
山
梨
・
富
士
山
未
来
課

知
事
政
策
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル

ー
プ

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代

交
通
推
進
課

県
民
生
活
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

総
務
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

県
民
生
活
部
統
計
調
査
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
統
計
調
査
課

県
民
生
活
部
県
民
生
活
安
全
課

総
合
県
民
支
援
局
県
民
生
活
支
援
課

県
民
生
活
部
私
学
・
科
学
振
興
課

総
合
県
民
支
援
局
ま
な
び
支
援
課

多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
労
政
人
材
育

成
課

総
合
県
民
支
援
局
働
く
人
・
働
き
方
支
援
課

総
務
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課

総
務
部
資
産
高
度
利
用
推
進
課

総
務
部
行
政
経
営
管
理
課

総
務
部
行
政
法
務
課

総
務
部
市
町
村
課

総
務
部
市
町
村
振
興
課

子
育
て
支
援
局
子
育
て
政
策
課

総
合
県
民
支
援
局
子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー
ト

課

子
育
て
支
援
局
子
ど
も
福
祉
課

総
合
県
民
支
援
局
こ
ど
も
福
祉
課

林
政
部
森
林
政
策
課

森
林
環
境
部
森
林
環
境
政
策
課

林
政
部
森
林
整
備
課

森
林
環
境
部
森
林
整
備
課

林
政
部
林
業
振
興
課

森
林
環
境
部
林
業
振
興
課

林
政
部
県
有
林
課

森
林
環
境
部
県
有
林
課

林
政
部
治
山
林
道
課

森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
総
務
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
資
源
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
地
経
営
支
援
グ

ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
本
部
事
務
局
人
口
減
少
危

機
対
策
企
画
グ
ル
ー
プ

人
口
減
少
危
機
対
策
課

感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
感
染
症
対
策
グ
ル
ー
プ

福
祉
保
健
部
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー

知
事
政
策
局
秘
書
課

高
度
政
策
推
進
局
秘
書
課

知
事
政
策
局
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
政
策
調
整
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
富
士
山
保
全
・
観
光
エ
コ
シ
ス
テ

ム
推
進
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
山
梨
・
富
士
山
未
来
課

知
事
政
策
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

高
度
政
策
推
進
局
広
聴
広
報
グ
ル
ー
プ

知
事
政
策
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代
交
通
推
進
グ
ル

ー
プ

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
リ
ニ
ア
・
次
世
代

交
通
推
進
課

県
民
生
活
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

総
務
部
北
富
士
演
習
場
対
策
課

県
民
生
活
部
統
計
調
査
課

新
価
値
・
地
域
創
造
推
進
局
統
計
調
査
課

県
民
生
活
部
県
民
生
活
安
全
課

総
合
県
民
支
援
局
県
民
生
活
支
援
課

県
民
生
活
部
私
学
・
科
学
振
興
課

総
合
県
民
支
援
局
ま
な
び
支
援
課

多
様
性
社
会
・
人
材
活
躍
推
進
局
労
政
人
材
育

成
課

総
合
県
民
支
援
局
働
く
人
・
働
き
方
支
援
課

総
務
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課

総
務
部
資
産
高
度
利
用
推
進
課

総
務
部
行
政
経
営
管
理
課

総
務
部
行
政
法
務
課

総
務
部
市
町
村
課

総
務
部
市
町
村
振
興
課

子
育
て
支
援
局
子
育
て
政
策
課

総
合
県
民
支
援
局
子
育
て
・
次
世
代
サ
ポ
ー
ト

課

子
育
て
支
援
局
子
ど
も
福
祉
課

総
合
県
民
支
援
局
こ
ど
も
福
祉
課

林
政
部
森
林
政
策
課

森
林
環
境
部
森
林
環
境
政
策
課

林
政
部
森
林
整
備
課

森
林
環
境
部
森
林
整
備
課

林
政
部
林
業
振
興
課

森
林
環
境
部
林
業
振
興
課

林
政
部
県
有
林
課

森
林
環
境
部
県
有
林
課

林
政
部
治
山
林
道
課

森
林
環
境
部
治
山
林
道
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー

ツ
総
務
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
振
興
グ
ル
ー
プ

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
資
源
課

観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
観
光
地
経
営
支
援
グ

ル
ー
プ



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

二
九

13　

山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
一
年
山
梨
県
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
大
気
水
質
保
全
課
」
を
「
森
林
環
境
部
大
気
水

質
保
全
課
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

14　

山
梨
県
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
三
条
第
五
号
中
「
山
梨
県
総
務
部
行
政
経
営
管
理
課
」
を
「
山
梨
県
総
務
部
行
政
法
務
課
」
に

改
め
る
。

（
山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

15　

山
梨
県
森
林
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
林
政
部
治
山
林
道
課
」
を
「
森
林
環
境
部
治
山
林
道
課
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

16　

山
梨
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
山
梨
県
総
務
部
市
町
村
課
内
」
を
「
山
梨
県
総
務
部
市
町
村
振
興
課
内
」
に
改
め

る
。

（
山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

17　

山
梨
県
富
士
山
レ
ン
ジ
ャ
ー
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
知
事
政
策
局
」
を
「
観
光
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ
部
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
子
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

18　

山
梨
県
子
ど
も
支
援
委
員
会
の
組
織
及
び
運
営
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
五
年
山
梨
県
規
則
第
六

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
中
「
子
育
て
支
援
局
」
を
「
総
合
県
民
支
援
局
」
に
改
め
る
。

山
梨
県
規
則
第
二
十
九
号

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

　

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

6　

山
梨
県
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
者
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
知
事
政
策
局
長
」
を
「
高
度
政
策
推
進
局
長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

7　

山
梨
県
職
員
の
特
別
褒
賞
金
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
五

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
、
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
感
染
症
対
策
統
轄
官
、

D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
に
あ
つ
て
は
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削
る
。

（
山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

8　

山
梨
県
庁
用
自
動
車
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
中
「総

務
部
財
産
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
庁
舎
管
理
室
長

」
を
「総
務
部
資
産
高

度
利
用
推
進
課
庁
舎
管
理
室
長

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
）

9　

山
梨
県
職
員
職
務
発
明
等
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
山
梨
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
第
二
項
中
「
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
長
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
長
」
に

改
め
る
。

第
二
十
一
条
中
「
総
務
部
財
源
確
保
・
資
産
活
用
推
進
課
」
を
「
総
務
部
資
産
高
度
利
用
推
進

課
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

10　

山
梨
県
消
費
生
活
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
山
梨
県
規
則
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
六
条
中
「
県
民
生
活
部
」
を
「
総
合
県
民
支
援
局
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

11　

山
梨
県
県
民
生
活
セ
ン
タ
ー
設
置
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
山
梨
県
規
則
第
十
七
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
中
「
県
民
生
活
部
長
」
を
「
総
合
県
民
支
援
局
長
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

12　

山
梨
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
五
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
部
環
境
整
備
課
内
」
を
「
森
林
環
境
部
環
境
整
備
課

内
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
〇

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
号

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
統
轄
官
、
組
織

規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

「
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
、
組
織
規
則
」
を
削
り
、

「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
並
び
に
」
を
「
政
策
参
事
等
及
び
」
に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
第
一
項
の
表
中
「
出
納
局
管
理
課
総
括
課
長
補
佐
、
庁
舎
管
理
室
長
」
を
「
出
納
局
管

理
課
課
長
補
佐
（
山
梨
県
事
務
決
裁
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
第
二
条
第
五
号

の
担
当
課
長
補
佐
を
除
く
。
第
三
十
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
庁
舎
管
理
室

長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
資
産
活
用
課
長
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
長
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
及
び
局
」
を
「
、
グ
ル
ー
プ
及
び
局
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
三
項
の
表
二
の
項
中
「
出
納
局
管
理
課
総
括
課
長
補
佐
」
を
「
出
納
局
管
理
課
課
長
補

佐
」
に
、
「
、
グ
ル
ー
プ
及
び
事
務
局
」
を
「
及
び
グ
ル
ー
プ
」
に
、
「
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
に
あ

つ
て
は
管
理
監
」
を
「
観
光
政
策
グ
ル
ー
プ
に
あ
つ
て
は
政
策
企
画
監
」
に
、
「
、
労
働
委
員
会
事
務

局
に
あ
つ
て
は
次
長
補
佐
）
並
び
に
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
「
）
並
び
に
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合

支
援
セ
ン
タ
ー
次
長
、
児
童
相
談
所
次
長
、
甲
陽
学
園
副
園
長
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い

す
の
杜も
り

次
長
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
事
務
局
次
長
、
地
域
県
民
セ
ン
タ
ー
次
長
」
に
改
め
、
「
、
総

合
理
工
学
研
究
機
構
事
務
局
次
長
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
事
務
局
次
長
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
副

校
長
」
を
削
り
、
「
消
防
学
校
教
頭
」
の
下
に
「
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
次
長
」
を
加
え
、
「
、

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
次
長
、
児
童
相
談
所
次
長
、
甲
陽
学
園
副
園
長
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援

セ
ン
タ
ー
次
長
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜も
り

次
長
」
を
削
り
、
「
宝
石
美
術
専
門
学

校
事
務
局
次
長
」
の
下
に
「
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
事
務
局
次
長
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
副
校

長
」
を
加
え
、
同
条
第
四
項
の
表
中
「
会
計
課
長
及
び
総
括
課
長
補
佐
」
を
「
出
納
局
会
計
課
長
及
び

出
納
局
会
計
課
総
括
課
長
補
佐
」
に
、
「
管
理
課
長
及
び
総
括
課
長
補
佐
」
を
「
出
納
局
管
理
課
長
及

び
出
納
局
管
理
課
課
長
補
佐
」
に
改
め
る
。

第
六
十
条
の
見
出
し
中
「
債
権
者
」
を
「
債
権
者
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
請
求
書
を
提
出

す
る
と
き
は
、
そ
の
」
を
「
現
金
に
よ
る
支
払
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
請
求
書
に
そ
の
」
に
改

第
二
条
第
一
号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
統
轄
官
、
組
織

規
則
第
十
二
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
」
を
削
り
、
同
条
第
二
号
中

「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
感
染
症
対
策
統
轄
官
補
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の

四
第
二
項
に
規
定
す
る
次
長
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
三
項
に
規

定
す
る
情
報
政
策
推
進
監
及
び
D
X
推
進
監
」
を
削
り
、
「
人
口
減
少
危
機
対
策
監
等
」
を
「
政
策
参

事
等
」
に
、
「
並
び
に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
、
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
四

項
に
規
定
す
る
管
理
監
」
を
削
り
、
同
条
第
五
号
中
「
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規

定
す
る
推
進
監
補
佐
」
を
削
り
、
「
調
査
監
補
佐
、
推
進
監
補
佐
」
を
「
推
進
監
補
佐
、
振
興
監
補

佐
、
支
援
監
補
佐
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
組
織
規
則

第
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
副
所
長
、
」
を
削
り
、
「
同
条
第
三
項
」
を
「
組
織
規
則
第
十
八
条
第

四
項
」
に
、
「
同
条
第
十
項
」
を
「
同
条
第
八
項
」
に
、
「
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
」

を
「
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
事
務
局
長
、
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
に
あ
つ
て
は
同
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
副
所
長
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
中
「
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
副
校
長
」
を
「
同
条
第

三
項
に
規
定
す
る
副
園
長
」
に
、
「
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
副
園
長
」
を
「
同
条
第
十
項
に
規
定
す

る
副
校
長
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
七
号
中
「
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
た
職
員
」
を
「
又
は
地
方
公
務
員
の
育
児

休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的

に
任
用
さ
れ
た
職
員
（
別
表
第
一
に
お
い
て
「
臨
時
的
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
条
第
一
項
中
「
第
十
八
条
第
八
項
」
を
「
第
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
二
の
部
2
の
項
中
「
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
企
画
調
整

主
幹
、
主
幹
、
副
主
幹
、
主
査
及
び
副
主
査
並
び
に
組
織
規
則
第
十
二
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る
参

事
及
び
主
幹
」
を
削
り
、
同
部
3
の
項
中
「
い
い
、
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策

推
進
統
括
官
を
含
む
」
を
「
い
う
」
に
改
め
、
同
表
六
の
部
中
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
の
下
に
「
及

び
臨
時
的
任
用
職
員
」
を
加
え
、
同
部
2
の
項
及
び
3
の
項
中
「
期
間
の
も
の
」
の
下
に
「
（
臨
時
的

任
用
職
員
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
表
三
十
五
の
部
3
の
項
中
「
受
入
れ
」
の
下
に

「
（
4
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
部
中
7
の
項
を
8
の
項
と
し
、
4
の
項
か
ら
6
の

項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
3
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

4　

出
先
機
関
に
係
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
に
要
す
る

土
地
の
寄
附
の
受
入
れ

○

別
表
第
一
備
考
1
中
「
（
組
織
規
則
第
三
条
に
規
定
す
る
D
X
・
情
報
政
策
推
進
統
括
官
を
除

く
。
）
」
を
削
る
。

附

則
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富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
及
び
同
表
備
考
第
五
号
中
「
資
産
活
用
課
長
」
を
「
資
産
高
度
利
用
推
進
課
長
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

山
梨
県
規
則
第
三
十
一
号

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
知
事　
　

長　
　

崎　
　

幸 

太 

郎

山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
等
の
規
則

（
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

第
一
条
　
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
は
、
廃
止
す

る
。

（
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
資
金
前
渡
」
を
「
支
出
命
令
者
は
、
資
金
前
渡
」

に
、
「
支
払
を
受
け
よ
う
」
を
「
現
金
に
よ
る
支
払
を
行
お
う
」
に
改
め
、
「
印
鑑
届
に
よ
り
」
の
下

に
「
会
計
管
理
者
に
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
資
金
前
渡
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
資
金
前
渡
職
員
」
と
い
う
。
）
が
資
金
前
渡
を
受

け
る
指
定
金
融
機
関
の
店
舗
に
お
い
て
、
納
付
書
そ
の
他
の
納
付
に
必
要
な
書
類
と
併
せ
て
支
払
案

内
書
（
第
四
十
七
号
様
式
）
若
し
く
は
支
払
確
認
書
（
第
百
四
十
六
号
様
式
）
を
持
参
す
る
方
法
に

よ
り
過
不
足
金
額
を
生
ず
る
こ
と
な
く
直
ち
に
支
払
う
と
き
、
又
は
会
計
管
理
者
が
特
別
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
六
十
条
第
三
項
を
削
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
た
だ
し
書
中
「
口
座
振
替
支
払
」
を
「
口
座
振
替
の
方
法
に
よ
る
支
払
（
第
七

十
九
条
第
二
項
並
び
に
第
二
百
二
十
四
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二
項
第
一
号
に
お
い
て
「
口
座
振
替

支
払
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
十
六
条
第
一
項
中
「
（
第
四
十
七
号
様
式
）
」
を
削
り
、
「
支
払
通
知
書
」
の
下
に
「
（
第
四

十
五
号
様
式
）
」
を
加
え
る
。

第
七
十
一
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ

繰
り
上
げ
る
。

第
七
十
二
条
第
三
項
中
「
令
」
を
「
指
定
金
融
機
関
の
店
舗
に
お
い
て
資
金
前
渡
を
受
け
、
当
該
資

金
を
も
つ
て
過
不
足
金
額
を
生
ず
る
こ
と
な
く
直
ち
に
支
払
を
し
た
と
き
、
又
は
令
」
に
、
「
又
は
前

条
第
一
項
第
十
四
号
若
し
く
は
第
十
五
号
」
を
「
若
し
く
は
前
条
第
一
項
第
十
三
号
若
し
く
は
第
十
四

号
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
一
条
第
一
項
中
「
及
び
局
」
を
「
、
グ
ル
ー
プ
及
び
局
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
総

括
課
長
補
佐
（
警
察
本
部
会
計
課
に
あ
つ
て
は
次
席
、
人
事
委
員
会
事
務
局
及
び
監
査
委
員
事
務
局
に

あ
つ
て
は
総
括
次
長
補
佐
、
労
働
委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は
次
長
補
佐
）
」
を
「
物
品
出
納
員
に
任

命
さ
れ
た
職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
百
十
六
条
第
二
項
中
「
第
百
五
十
八
条
第
三
項
」
を
「
第
百
七
十
三
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め

る
。第

二
百
二
十
五
条
中
「
（
第
百
四
十
六
号
様
式
）
」
を
削
る
。

別
表
第
一
中
「
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
」
を
「
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相

談
所
、
甲
陽
学
園
、
子
ど
も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
」
に
改

め
、
「
、
総
合
理
工
学
研
究
機
構
、
産
業
技
術
短
期
大
学
校
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
、
就
業
支
援
セ

ン
タ
ー
」
を
削
り
、
「
保
健
福
祉
事
務
所
」
の
下
に
「
、
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
児
童
相
談
所
、
甲
陽
学
園
、
こ
こ
ろ
の
発
達
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー
、
子
ど

も
心
理
治
療
セ
ン
タ
ー
う
ぐ
い
す
の
杜
」
を
削
り
、
「
宝
石
美
術
専
門
学
校
」
の
下
に
「
、
産
業
技
術

短
期
大
学
校
、
峡
南
高
等
技
術
専
門
校
、
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー
」
を
、
「
県
立
文
学
館
」
の
下
に
「
、
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 (裏) 

注 １ 付近見取図、配置図、各階平面図、立面図、理由書及び図面を添付してください。 

  ２ 申請建築物が工場である場合は工場調書（第５号様式）を添付してください。 

  ３ ※印欄には記入しないでください。 

４ ８の欄の（１）から（４）までの括弧内には、それぞれ次の部分の床面積を記入してく

ださい。 

（１）地階でその天井が地盤面からの高さ１メートル以下にあるものの住宅の用途に供す

る部分 

（２）共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分 

（３）自動車車庫その他専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設（誘導車路、

操車場所及び乗降場を含む。）の用途に供する部分 

（４）住宅の用途に供する部分 



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
三

（
山
梨
県
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
山
梨
県
総
合
農
業
技
術
セ
ン
タ
ー
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
規
則
第

十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

（
山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
山
梨
県
都
市
計
画
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
様
式
か
ら
第
八
号
様
式
ま
で
及
び
第
十
八
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条
　
山
梨
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
山
梨
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
三
条
の
二
の
見
出
し
中
「
収
入
証
紙
納
付
書
」
を
「
納
付
書
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中

「
狩
猟
税
収
入
証
紙
納
付
書
」
を
「
狩
猟
税
納
付
書
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
三
号
様
式
の
二
中
「狩

猟
税
収
入
証
紙
納
付
書

」
を
「狩

猟
税
納
付
書

」
に
、
「収

入
証
紙
貼
付
欄

」
を
「納

税
済
印
押
印
欄

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条
　
山
梨
県
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
号
様
式
中
「及

び
手
数
料
を
添
え
て

」
を
「を

添
え
て

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
山
梨
県
製
菓
衛
生
師
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中
「及

び
手
数
料
を
添
え
て

」
を
「を

添
え
て

」
に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
中
「

手
数
料
を
添
え
て
申
請
し
ま
す

」
を
「申

請
し
ま
す

」
に
改
め
る
。

第
七
号
様
式
中
「及

び
手
数
料
を
添
え
て

」
を
「を

添
え
て

」
に
改
め
る
。

第
十
号
様
式
中
「お

よ
び
手
数
料
を
添
え
て

」
を
「を

添
え
て
」
に
改
め
る
。

第
十
一
号
様
式
中
「手

数
料
を
添
え
て
申
請
し
ま
す

」
を
「申

請
し
ま
す

」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
計
量
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
六
条
　
山
梨
県
計
量
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
様
式
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
る
。

受
付
番
号　

第　
　
　
　
号

調
査
番
号　

第　
　
　
　
号

「

「

受
付
番
号　

第　
　
　
　
号

調
査
番
号　

第　
　
　
　
号

「

「

受
付
番
号　

第　
　
　
　
号

調
査
番
号　

第　
　
　
　
号

「

「

山
梨
県
収
入
証
紙
を

は
り
つ
け
る
こ
と
。

「

「

証
付
紙
け
貼
欄
り

「

受
付
番
号　

第　
　
　
　
号

調
査
番
号　

第　
　
　
　
号

「



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
四

第４号様式（第２条関係） 

開発工事完了公告前の建築等承認申請書 

   

都市計画法第３７条第１号の規定による承認を受けたいので申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

 

開発許可  年  月  日および番号 年  月 日    第   号 

建築物の敷地の所在地および面積 平方メートル 

建築物の用途   

建築物の構造   

建築物の種類   

申請の理由   

 注 １ 建築物の構造の欄には、木造、鉄骨造り、鉄筋コンクリート造り等の別及び階

数を記載すること。 

   ２ 建築物の種別の欄には、新築、改築、移転等の別を記載すること。 

   ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ５とすること。 

 添付図書 

     縮尺１，０００分の１以上の敷地位置図（承認を受けようとする敷地の位置及

び建築物の配置状況を明示すること。） 

 

第4号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
五

第５号様式(第２条関係) 

市街化調整区域内における建築物の特例許可申請書 

   

都市計画法第４１条第２項ただし書の規定による許可を受けたいので申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

 

開発許可年月日及び番号 
  

建築物の敷地の所在地 
  

建築物の用途 
  

区分 

 

種別 

制限内容 申請内容 

建ぺい率 
    

建築物の高さ 
    

壁面の位置 
    

建築物の構造 
    

建築物の設備 
    

その他 
    

申請の理由 
    

 添付書類 

  １ 附近見取図（方位、道路及び目標となる建築物等を明示すること。） 

  ２ 縮尺５００分の１以上の配置図（縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建

築物の配置状況、敷地に接する道路の位置及び幅員、隣接建築物の用途、構造及び

配置状況を明示すること。） 

  ３ 縮尺１００分の１以上の各階平面図（縮尺、方位及び間取りを明示すること。） 

  ４ 縮尺２００分の１以上の２面以上の立面図（縮尺、開口部の位置、外壁、軒裏の

構造、仕上げの材料を明示すること。） 

 

第5号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
六

第６号様式 

予定建築物以外の建築等許可申請書 

   

都市計画法第４２条第１項ただし書の規定による許可を受けたいので、申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

 

開発許可年月日および番号      年  月  日  第     号 

建築物の所在地 
  

建築物の新築、改築の用途変更別 
  

開発許可を受けた予定建築物の用途 許可を受けようとする建築物の用途 

    

申請の理由 

  

  注 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ５とすること。 

 添付書類 

   縮尺３，０００分の１以上の用途別現状図（縮尺、方位、許可を受けようとする敷

地の位置、周辺の建築物の用途を明示すること。） 

 

 

第6号様式



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
七

第７号様式 

開発許可に基づく地位承継承認申請書 

   

都市計画法第４５条の規定により地位を承継したいので申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

 

開発許可年月日及び番号       年  月  日  第     号 

被承継人の氏名又は名称

及び代表者名 

  

権限取得年月日       年  月  日 

取得の原因 
  

  注 用紙の大きさは、日本産業規格Ｂ5とすること。 

 添付書類 

  １ 権限取得の原因たる事実および当該開発行為を行なうために必要な資力を有する

ことを証する書面 

  ２ 土地所有者等の関係権利者の同意書 

 

 

第7号様式



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
八

第８号様式（第２条関係） 

開発登録簿写し交付申請書 

   

都市計画法第４７条第５項の規定により開発登録簿の写しの交付を申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

 
 

開発登録簿の整理番号 
  

開発許可年月日及び番号   年  月  日    第   号 

申請枚数   調書    枚   図面   枚 

 

 

第8号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

三
九

第１８号様式(第２条関係) 

開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書 

   

都市計画法施行規則第６０条第１項の規定により、開発行為又は建築等に関する

証明書の交付を申請します。 

 

年  月  日 

  山梨県知事 殿 

 

         申請者 住所 

氏名又は名称及び代表者名             ○印  

電話番号 
 

建築(建設)敷地の

所在地及び地目 

  

該当条項 都市計画法 

□第２９条第１項     □第２９条第２項 

□第３５条の２第１項   □第４１条第２項 

□第４２条        □第４３条第１項 

区域区分 

□ 市街化区域 

□ 市街化調整区域 

□ その他の都市計画区域 

□ 準都市計画区域 

□ その他の区域 

用途地域 

  

建築(建設)計画の

概要 
開発行為 有・無 開発区域の面積 m2 

用途 
  

敷地面積 m2 

工事の種別 直営・請負 建築面積 m2 

  
延べ床面積 m2 

その他の事項 
  

 

※ 上記の建築(建設)計画については、都市計画法        の規定に適合するこ

とを証明します。 

      年  月  日 

山梨県知事          印  

注 ※印のある欄は、記載しないこと。 

添付書類 

 １ 位置図 

 ２ 証明申請の審査に当たり、知事が必要と認める書類 

 

第18号様式（第2条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
〇

（
山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
山
梨
県
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
昭
和
五

十
四
年
山
梨
県
規
則
第
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
一

第６号様式（第１０条関係） 

 (表面) 

整理番号     

狩猟免許申請書 

  山梨県知事 殿 

年  月  日  

住所 〒 

 

電話番号 

ふりがな   

氏名   

生年月日   性別 男・女 

 次のとおり、狩猟免許を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第４１

条の規定により申請します。 

 

（１） 受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類並びに第一種銃猟免許又は第

二種銃猟免許の猟具の所持許可（免許の種類欄の□にレ印を付し、番号に○印を付すこと。） 

□網猟免許 

□わな猟免許 

□第一種銃猟

免許 

１ ライフル銃 銃砲所持許可証の番号   

２ 散弾銃 

交付年月日   

３ 空気銃（圧縮ガスを使用す

るものを含む。） 

□第二種銃猟

免許 

４ 空気銃（圧縮ガスを使用す

るものを含む。） 

銃砲所持許可証の番号   

交付年月日   

免許の種類 狩猟免状の番号 試験の結果 適性試験 知識試験 技能試験 

視力 聴力 運動能力 

網猟免許               

わな猟免許               

第一種銃猟

免許 

              

第二種銃猟

免許 

              

 

第6号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
二

第
七
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
三

第７号様式(第１０条関係) 

 (表面) 

整理番号     

狩猟免許更新申請書 

  山梨県知事 殿 

年  月  日  

住所 〒 

 

電話番号 

ふりがな   

氏名   

生年月日   性別 男・女 

 次のとおり、狩猟免許の更新を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律第５１条第１項の規定により申請します。 

 

（１） 更新を受けようとする狩猟免許の種類及び使用しようとする猟具の種類並びに第一種銃猟免

許又は第二種銃猟免許の猟具の所持許可（免許の種類欄の□にレ印を付し、番号に○印を付すこ

と。） 

□網猟免許 

□わな猟免許 

□第一種銃猟

免許 

１ ライフル銃 鉄砲所持許可証の番号   

２ 散弾銃 

交付年月日   

３ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

□第二種銃猟

免許 

４ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

鉄砲所持許可証の番号   

交付年月日   

免許の種類 狩猟免状の番号 講習会 適性試験の結果 適性試験の

免除 
視力 聴力 運動能力 

網猟免許             

わな猟免許             

第一種銃猟

免許 

            

第二種銃猟

免許 

            

第7号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
四

第
八
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
五

第８号様式(第１０条関係) 

 (表面) 

  ※登録番号   

※狩猟免許   

※損害の賠償   

※放鳥獣猟区の区域の登録の有無   

※省令第６５条第７号、第８号又は第

９号の該当者か否かの別 

  

※整理番号     ※対象鳥獣捕獲員であるか否かの別   

狩猟者登録申請書 

  山梨県知事 殿 

年  月  日  

  

写真  

  

住所 〒 

 

 

電話番号 

ふりがな   

氏名   

生年月日   性別 男・女 

  

次のとおり、狩猟者登録を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第５６条の規

定により申請します。 

 

（１） 狩猟者登録を受けようとする狩猟免許の種類（□にレ印を付すこと。なお、第一種銃猟免許を受けた者

が空気銃のみを使用する場合は、「第二種銃猟免許に係る登録」の□にレ印を付すこと。）、使用する猟具の

種類（番号に○印を付すこと。）、免許を与えた都道府県知事名、交付年月日、狩猟免状の番号及び所持する

狩猟免許の種類（□にレ印を付すこと。第二種銃猟免許に係る登録の場合に限る。） 

 

□網猟免許に係る登録 都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□わな猟免許に係る登録 都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□第一種銃

猟免許に

係る登録 

１ ライフル銃 

２ 散弾銃 

３ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□第二種銃

猟免許に

係る登録 

４ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

所持する免許の種類 □第一種銃猟免許 □第二種銃猟免許 

都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

 

第8号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
六

第
九
号
様
式
表
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
七

第９号様式（第１０条関係） 

 （表面） 

  ※登録番号   

※狩猟免許   

※損害の賠償   

※整理番号     ※放鳥獣猟区の区域の登録の有無   

変更登録申請書 

  山梨県知事 殿 

年  月  日  

  

写真  

  

住所 〒 

 

 

電話番号 

ふりがな   

氏名   

職業   

生年月日   性別 男・女 

変更しようとする狩猟

者登録証の番号 

  

変更しようとする狩猟

者登録証の交付年月日 

  

  

次のとおり、変更登録を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第６１条第２項

の規定により申請します。 

 

（１） 変更登録を受けようとする狩猟免許の種類（□にレ印を付すこと。なお、第一種銃猟免許を受けた者が

空気銃のみを使用する場合は、「第二種銃猟免許に係る登録」の□にレ印を付すこと。）、使用する猟具の種

類（番号に○印を付すこと。）、免許を与えた都道府県知事名、交付年月日、狩猟免状の番号及び所持する免

許の種類（□にレ印を付すこと。第二種銃猟免許に係る登録の場合に限る。） 

 

□網猟免許に係る登録 都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□わな猟免許に係る登録 都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□第一種銃

猟免許に

係る登録 

１ ライフル銃 

２ 散弾銃 

３ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

  

□第二種銃

猟免許に

係る登録 

４ 空気銃（圧縮

ガスを使用する

ものを含む。） 

所持する免許の種類 □第一種銃猟免許 □第二種銃猟免許 

都道府県

知事名 

  交付年月日   狩猟免状の番号 

   

第9号様式（第10条関係）



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
八

第
十
三
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

四
九

第１３号様式（第１０条関係） 

年  月  日  

 

狩猟免状等再交付申請書 

 

 山梨県知事 殿 

住所 

(法 人 に あ っ て は

事務所の所在地) 

(〒    ) 

 

 

 

 

電話番号（         ） 

ふりがな 
  

氏名 

(法人にあっては名称

及び代表者の氏名) 

  

生年月日 年   月   日生  

職業 
  

 次のとおり狩猟免状等の再交付を受けたいので、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正

化に関する法律施行規則の規定により申請します。 

狩猟免状等の種類 

□ 許可証（省令第７条第１０項） 

□ 従事者証（省令第７条第１０項） 

□ 指定管理鳥獣捕獲等事業従事者証（省令第１３条の９第４項） 

□ 指定猟法許可証（省令第１５条第５項） 

□ 認定証（省令第１９条の９第４項） 

□ 承認証（省令第４２条第４項） 

□ 麻酔銃猟許可証（省令第４６条の２第４項） 

□ 狩猟免状（省令第４８条第５項） 

□ 狩猟者登録証（省令第６５条第９項） 

□ 狩猟者記章（省令第６５条第９項） 

番号 
  

交付年月日 年    月    日 

再交付の理由 
  

注 該当項目の□にレ印を付すこと。 

 

第13号様式（第10条関係）



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
号
外
　
　
第
十
二
号
　
　
令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

五
〇
五
〇

山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
三
月
二
十
八
日

山
梨
県
議
会
議
長　
　

渡　
　

辺　
　

淳　
　

也

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

山
梨
県
議
会
会
議
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
山
梨
県
議
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
出
産
」
の
下
に
「
（
配
偶
者
の
出
産
を
含
む
。
）
」
を
、
「
介
護
」
の
下
に

「
、
看
護
」
を
加
え
る
。

第
八
十
八
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

4　

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
請
願
書
の
提
出
を
電
子
情
報
処
理
組
織
（
議
会
の

使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
そ
の
通
知

の
相
手
方
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い

う
。
）
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5　

前
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
す
る
請
願
書
に
係
る
署
名
等
（
署
名
又
は
記
名
押
印
を
す
る
こ
と
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
署
名
等
に
関
す
る
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
氏
名
又
は
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
措
置
で
あ
つ
て
議
長
が
定
め
る
も
の
を
も
つ
て
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1　

こ
の
規
則
は
、
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
を
廃
止
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
山
梨
県
条
例
第　
　

　

号
。
以
下
「
廃
止
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

2　

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
証
紙
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
廃
止
条
例

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
証
紙
条
例
」
と
い

う
。
）
第
五
条
に
規
定
す
る
元
売
り
さ
ば
き
人
（
附
則
第
五
項
に
お
い
て
単
に
「
元
売
り
さ
ば
き

人
」
と
い
う
。
）
は
、
収
入
証
紙
の
受
払
い
に
関
す
る
帳
簿
に
そ
の
他
必
要
な
書
類
及
び
返
還
す
る

収
入
証
紙
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

廃
止
条
例
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
証
紙
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
者
の
う
ち
、
旧
証
紙
条

例
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
売
り
さ
ば
き
人
（
次
項
及
び
附
則
第
五
項
に
お
い
て
単
に
「
指

定
売
り
さ
ば
き
人
」
と
い
う
。
）
は
、
山
梨
県
収
入
証
紙
返
還
報
告
書
兼
還
付
請
求
書
（
別
記
様
式

第
一
号
）
に
返
還
す
る
収
入
証
紙
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
証
紙
の
返
還
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
返
還
を
し
た
指
定
売

り
さ
ば
き
人
に
対
し
、
当
該
返
還
さ
れ
た
収
入
証
紙
の
額
面
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
合
計
額
に
百
分

の
三
・
三
を
乗
じ
て
得
た
額
を
控
除
し
た
額
の
現
金
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

5　

廃
止
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
証
紙
を
返
還
し
よ
う
と
す
る
者
（
廃
止
条
例
の
施
行

の
日
の
前
日
に
お
い
て
元
売
り
さ
ば
き
人
又
は
指
定
売
り
さ
ば
き
人
で
あ
る
者
を
除
く
。
次
項
に
お

い
て
「
還
付
請
求
者
」
と
い
う
。
）
は
、
山
梨
県
収
入
証
紙
還
付
請
求
書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
に

返
還
す
る
収
入
証
紙
を
添
え
て
、
知
事
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

6　

知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
収
入
証
紙
の
返
還
を
受
け
た
と
き
は
、
還
付
請
求
者
に
対
し
、
当

該
返
還
さ
れ
た
収
入
証
紙
の
額
面
額
の
合
計
額
か
ら
当
該
合
計
額
に
百
分
の
三
・
三
を
乗
じ
て
得
た

額
を
控
除
し
た
額
の
現
金
を
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

7　

廃
止
条
例
附
則
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
収
入
証
紙
に
つ
い
て
は
、
第
一

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
山
梨
県
収
入
証
紙
条
例
施
行
規
則
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
二
条
か
ら
第
四
条
の
二
ま
で
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

8　

旧
規
則
第
十
二
条
の
規
定
は
、
令
和
七
年
度
の
報
告
に
係
る
手
数
料
の
交
付
ま
で
の
間
は
、
な
お

そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
に
関
す
る
経
過
措
置
）

9　

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所

要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ　

の　

他


